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訴訟の判決に関するお知らせ 

 

 当社は、株式会社アイセル（以下 控訴人という）より平成 17 年４月１日付で控訴提起されていた

「著作権侵害差止等請求控訴」事件について当社全面勝訴の判決が、知的財産高等裁判所でありまし

たので、下記のとおりお知らせいたします。 

 

記 

１． 判決のあった裁判所及び年月日 

知的財産高等裁判所  第１部  平成 18 年８月 31 日 

 

２． 当該訴訟を提起した者 

(１)商号  株式会社アイセル 

(２)所在地 東京都豊島区目白３丁目５番 12 号 

(３)代表者 代表取締役 長野 文紀 

 



３． これまでの経緯 

控訴人は、当社で開発したソフトウェアは控訴人が受託開発したソフトウェアの翻案であり、当

社ソフトウェアを組み込んだ製品の販売がプログラム著作権侵害に該当する等と主張して、これ

らの製品の販売差し止め、50,000 千円の損害賠償金の支払を主張した著作権侵害差止請求訴訟を

平成 16 年８月５日付で東京地方裁判所に提起いたしました。 

 当該訴訟に関しては、控訴人に開発委託したソフトウェアの著作権は翻案権を含めて当社に譲

渡されており、控訴人（一審原告）の請求を棄却するとの東京地方裁判所の第一審判決が平成 17

年３月 23 日になされましたが、控訴人がこの判決を不服として平成 17 年４月１日付で知的財産

高等裁判所に控訴していたものです。 

 

４． 判決の内容 

(１)本件控訴を棄却する。 

(２)控訴費用は、控訴人の負担とする。 

 

５． 業績に与える影響 

控訴人が上告するか否かは不明でありますが、仮に上告した場合でも、特許権・プログラム著作

権を専門に扱うべく創設された知的財産高等裁判所の下した判決を最高裁が覆すことは殆ど考え

られず、当社が敗訴することはないと見込んでおります。 

 又、現時点では、この判決により当社の業績に与える影響はございません。 

 

 

以  上 


